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新旧対照表（令和７年度高知県自立支援教育訓練給付金事業実施要領）

改正後 改正前

高知県自立支援教育訓練給付金事業実施要領

１～８ （略）

９ 訓練給付金の交付等

（１）（略）

（２）交付の申請の期限

交付申請は、受講修了日（特定一般教育訓練給付金又は専門実践教育訓練給付金の支給を受

けることができる受給資格者については、当該給付金の支給額が確定した日）から起算して 30

日を経過した日又は受講修了日の属する年度の翌年度の４月 15 日（必着）のいずれか早い期日

までに行わなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合は、この限りでない。

（３）～（６）（略）

１０ 訓練給付金の追加交付等

（１）（略）

（２）交付申請の期限

交付申請書（追加交付用）の提出は、対象教育訓練を修了し、当該教育訓練に係る資格を取

得し、かつ、当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して１年以内に就職等した日から起算

して 30 日以内に行わなければならない。なお、専門実践教育訓練給付金の支給を受けることが

できる受給資格者については、専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日から起算して 30

日以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合には、この限りでない。

（３）（略）

１１（略）

附則（略）

高知県自立支援教育訓練給付金事業実施要領

１～８ （略）

９ 訓練給付金の交付等

（１）（略）

（２）交付の申請の期限

交付申請は、受講修了日（専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる受給資格者

については、専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日）から起算して 30 日を経過した日

又は受講修了日の属する年度の翌年度の４月 15 日（必着）のいずれか早い期日までに行わなけ

ればならない。ただし、やむを得ない事由がある場合は、この限りでない。

（３）～（６）（略）

１０ 訓練給付金の追加交付等

（１）（略）

（２）交付申請の期限

交付申請書（追加交付用）の提出は、対象教育訓練を修了し、当該教育訓練に係る資格を取

得し、かつ、当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して１年以内に就職等した日から 30 日

以内に行わなければならない。なお、専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる受

給資格者については、専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日から起算して 30 日以内に

行わなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合には、この限りでない。

（３）（略）

１１（略）

附則（略）
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改正後 改正前

附則

（施行期日）

この要領は、令和７年３月 27 日から施行し、令和６年 10 月１日から適用する。

別記（略）

（新設）

別記（略）


